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妥
協
の
〝
落
と
し
子
〟 

〝
ヤ
ブ
か
ら
棒
〟
と
い
う
よ
り
、

〝
火
事
場
ド
ロ
ボ
ー
〟
と
い
っ
た

方
が
的
を
射
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
。
二
〇
一
二
年
六
月
二
〇
日
突

如
、
国
民
の
目
の
前
に
飛
び
込
ん

で
き
た
「
我
が
国
の
安
全
保
障
に

資
す
る
」
と
い
う
文
言
で
あ
る
。 

消
費
増
税
案
件
が
、
す
っ
た
も

ん
だ
の
挙
句
に
、「
税
と
社
会
保
障

の
一
体
改
革
三
党
合
意
」
な
る
も

の
で
、
ひ
と
ま
ず
片
が
付
い
た
。

こ
の
ド
タ
バ
タ
芝
居
の
隣
で
は
、

「
大
飯
原
発
再
稼
働
」
に
か
ら
ん

で
、
原
発
事
故
の
お
目
付
け
役
で

あ
る
「
原
子
力
規
制
庁
」
の
発
足

を
巡
る
民
・
自
・
公
の
綱
引
き
が

続
い
て
い
た
。
国
民
は
「
い
つ
ま

で
モ
タ
モ
タ
し
て
る
ん
だ
！
は
や

く
、新
し
い
安
全
基
準
を
つ
く
れ
」

と
躍
起
に
な
っ
て
い
る
の
を
尻
目

に
、
角
を
突
き
合
わ
せ
て
い
た
。 

と
こ
ろ
が
、「
三
党
合
意
」
が
陽

の
目
を
見
る
と
、「
原
子
力
規
制
委

員
会
設
置
法
」（
以
下
、「
規
制
委

法
」
と
い
う
）
案
も
、
民
が
自
・

公
案
を
ほ
ぼ
丸
呑
み
し
、
あ
っ
さ

り
与
野
党
が
矛
を
収
め
て
、
め
で
た
く
実
現
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
こ
で
も
、
将
棋
倒
し
を
見
る
か
の
よ
う
に
、

第
二
弾
目
の
〝
三
党
合
意
〟
が
出
来
上
が
っ
た
の
で
あ
る
。 

消
費
税
と
原
子
力
規
制
、
そ
も
そ
も
相
関
関
係
は
な
い

が
、
総
理
が
政
治
生
命
を
か
け
る
「
消
費
税
」
で
、
自
・

公
が
民
に
武
士
の
情
け
を
か
け
、
そ
の
見
返
り
に
民
か

ら
塩
を
も
ら
っ
た

―
と
見
ら
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
。

「
妥
協
の
産
物
」
と
は
よ
く
聞
く
が
、
ま
さ
に
三
党
合

意
の
〝
落
と
し
子
〟
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。 

政
治
の
舞
台
裏
で
は
、
よ
く
あ
る
話
で
、
こ
ん
な
こ

と
に
一
々
目
く
じ
ら
を
立
て
て
い
た
の
で
は
切
り
が
な
い
。 

「
開
け
て
ビ
ッ
ク
リ
」
玉
手
箱 

問
題
は
、
そ
の
闇
取
引
の
中
身
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
わ

が
国
の
安
全
保
障
に
資
す
る
」
が
登
場
し
た
。
新
し
い

「
規
制
委
法
案
」
第
一
条
は
「（
原
子
力
の
利
用
は
）
わ

が
国
の
安
全
保
障
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と

う
た
っ
た
。
さ
ら
に
同
法
は
、
付
則
で
原
子
力
基
本
法

の
改
正
を
規
定
し
た
。 

こ
れ
を
受
け
て
、
書
き
加
え
ら
れ
た
の
が
、
原
子
力

基
本
法
第
二
条
「
基
本
方
針
」
の
二
項
で
あ
る
。
現
行

条
文
の
「
原
子
力
の
研
究
、
開
発
及
び
利
用
は
、
平
和

の
目
的
に
限
り
、
安
全
の
確
保
を
旨
と
し
て
、
民
主
的

な
運
営
の
下
に
、
自
主
的
に
こ
れ
を
行
う
も
の
と
し
、

そ
の
成
果
を
公
開
し
、
進
ん
で
国
際
協
力
に
資
す
る
も

の
と
す
る
」
に
、「
二 

前
項
の
安
全
の
確
保
に
つ
い
て

は
、
確
立
さ
れ
た
国
際
的
基
準
を
踏
ま
え
、
国
民
の
生

命
、
健
康
及
び
財
産
の
保
護
、
環
境
の
保
全
な
ら
び
に

わ
が
国
の
安
全
保
障
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行

う
も
の
と
す
る
」
が
追
加
さ
れ
た
。 

こ
の
追
加
条
項
が
、
な
ぜ
必
要
な
の
か
―
国
民
へ
の

説
明
は
全
く
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
、
原
子
力
行
政
の
憲

法
で
あ
る
「
原
子
力
基
本
法
」
が
、
他
の
法
律
の
規
定

で
、
い
と
も
簡
単
に
改
正
さ
れ
て
よ
い
も
の
か
―
素
人

に
は
全
く
解
せ
な
い
法
手
続
き
で
あ
る
。 

こ
の
法
律
的
是
非
は
と
も
か
く
と
し
て
、
門
扉
の
建

て
替
え
を
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
ら
、
い
つ
の
間
に

か
大
黒
柱
ま
で
リ
フ
ォ
ー
ム
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
も
の
だ
。 

電
光
石
火
の
早
業 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
国
民
に
と
っ
て
〝
寝
耳
に
水
〟

と
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
新
聞
報
道
な
ど

か
ら
、
少
し
事
実
経
過
を
辿
っ
て
み
る
。 

「
原
子
力
規
制
庁
設
置
法
案
」
は
自
民
党
が
主
導
し

た
も
の
で
、
そ
れ
に
民
・
公
の
賛
同
を
取
り
付
け
た
。

議
員
立
法
と
し
て
衆
議
院
に
上
程
さ
れ
た
の
が
六
月
一

五
日
、
そ
の
日
の
う
ち
に
衆
院
を
通
過
。
一
八
日
に
参

院
で
審
議
が
始
ま
っ
た
が
、二
〇
日
に
は
早
く
も
可
決
。

電
光
石
火
の
ス
ピ
ー
ド
審
議
だ
っ
た
。 

「
安
全
保
障
」
な
る
条
文
は
、
自
・
公
案
に
は
あ
っ

た
が
、
政
府
案
に
は
影
も
形
も
な
か
っ
た
も
の
。「
増
税

三
党
合
意
」で
自
・
公
が
皮
を
切
ら
せ
て
、「
規
制
庁
法
」

で
民
の
骨
を
砕
い
た
結
末
と
な
っ
た
。 

「
法
案
が
届
い
た
の
は
、衆
院
提
案
と
ほ
ぼ
同
時
で
、

付
則
ま
で
十
分
チ
ェ
ッ
ク
す
る
時
間
は
な
か
っ
た
」「
議

案
の
修
正
部
分
の
新
旧
対
照
表
も
な
か
っ
た
」
と
、 
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三
党
以
外
の
議
員
は
証
言
。
社
民
党
の
福
島
瑞
穂
党
首

な
ど
記
者
団
の
質
問
を
受
け
る
ま
で
、「
安
全
保
障
」
の

字
句
に
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。 

「
気
づ
か
な
か
っ
た
の
は
怠
慢
」
と
い
え
ば
、
そ
れ

ま
で
だ
が
、
国
民
だ
け
で
な
く
、
肝
心
の
国
会
議
員
の

多
く
に
も
、
あ
る
種
青
天
の
霹
靂
で
あ
っ
た
。 

公
に
議
論
と
な
っ
た
の
は
、
法
案
成
立
当
日
。
採
決

直
前
の
参
院
委
員
会
で
、
民
主
党
議
員
が
質
問
し
た
の

が
き
っ
か
け
。
〝
隠
し
球
〟
で
闇
討
ち
さ
れ
た
に
等
し
い
。

姑
息
な
や
り
方
に
、
ま
ん
ま
と
し
て
や
ら
れ
た
と
い
う
べ

き
か
、
開
い
た
口
が
ふ
さ
が
ら
な
い
と
言
え
ば
い
い
の
か
。 

「
安
全
保
障
」
と
は 

も
う
一
度
、
改
正
法
の
条
文
を
見
て
ほ
し
い
。
一
項

に
「
安
全
の
確
保
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
新
し
い
二

項
で
「
安
全
保
障
に
資
す
る
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

「
安
全
の
確
保
」
で
は
不
十
分
で
、
な
ぜ
「
安
全
保

障
」
が
必
要
な
の
か
。
二
〇
〇
八
年
改
正
さ
れ
た
「
宇

宙
基
本
法
」
で
も
「
安
全
保
障
に
資
す
る
」
が
書
き
加

え
ら
れ
、
改
正
「
原
子
力
基
本
法
」
と
同
じ
日
に
、「
宇
宙
航

空
研
究
機
構
（
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
）
法
」
の
「
平
和
目
的
に
限
る
」

が
削
除
さ
れ
、「
安
全
保
障
に
資
す
る
」
と
改
め
ら
れ
た
。 

で
は
、「
安
全
保
障
に
資
す
る
」
と
は
、
何
を
意
図
し

て
い
る
の
か
。 

「『
安
全
保
障
』
の
一
言
が
入
る
こ
と
で
、
国
防
力
増

強
の
た
め
に
原
子
力
を
推
進
し
、
為
政
者
の
判
断
で
即

時
核
武
装
で
き
る
『
潜
在
的
核
能
力
』
を
保
持
す
る
と

の
解
釈
が
成
り
立
ち
か
ね
な
い
」（
み
ん
な
の
党
・
山
内

康
一
国
対
委
員
長=

「
山
陽
新
聞
」）
な
ど
「
核
武
装
へ

の
布
石
」
と
の
反
発
や
批
判
が
た
ち
ま
ち
広
が
っ
た
。
韓

国
な
ど
外
国
か
ら
も
、
懸
念
や
警
戒
感
の
声
が
上
が
っ
た
。 

し
か
し
、
政
府
答
弁
は
「
軍
事
転
用
の
考
え
は
一
切

な
い
」（
藤
村
修
官
房
長
官
）、「
核
不
拡
散
、
核
テ
ロ
対

策
の
観
点
か
ら
付
け
加
え
た
」（
細
野
豪
志
環
境
相
）
と

応
酬
す
る
。 

「
安
全
保
障
」
と
聞
い
て
、
わ
れ
わ
れ
庶
民
は
「
平

和
」
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
か
、「
軍
事
」
を
直
感
す
る
か
。

広
辞
苑
を
引
い
て
み
る
と
、「
外
部
か
ら
の
侵
略
に
対
し
、

国
家
の
安
全
を
保
障
す
る
こ
と
」
と
あ
り
、
で
は
「
侵

略
」
と
い
え
ば
「
他
国
に
侵
入
し
て
そ
の
土
地
を
奪
い

取
る
こ
と
」と
書
い
て
あ
る
。ど
う
見
た
っ
て
、「
軍
事
」

を
連
想
す
る
の
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
平
和
」

か
「
軍
事
」
か
は
、
こ
れ
か
ら
ど
ん
な
政
権
が
原
子
力

政
策
を
担
う
に
し
ろ
、
し
っ
か
り
監
視
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
っ
た
。 

「
平
和
利
用
」
は
錦
の
御
旗 

「
平
和
利
用
」
と
い
う
バ
ラ
色
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
人

口
に
膾
炙
さ
れ
始
め
る
の
は
、
一
九
五
三
年
一
二
月
八

日
、
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
米
大
統
領
の
「
ア
ト
ム
ズ
・
フ

ォ
ー
・
ピ
ー
ス
」（
平
和
の
た
め
の
原
子
力
）
演
説
か
ら

で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
契
機
に
、
戦
後
封
印
さ
れ
て
い
た
日

本
の
原
子
力
研
究
・
開
発
も
解
禁
さ
れ
、
ス
タ
ー
ト
す
る
。 

軍
事
利
用
研
究
は
、
ア
メ
リ
カ
に
後
れ
を
取
っ
た
と

は
い
え
、
日
本
で
も
、
旧
陸
・
海
軍
に
よ
っ
て
進
め
ら

れ
て
い
た
。
巣
鴨
収
監
中
に
、
原
発
の
情
報
を
勉
強
し

た
と
い
う
戦
犯
が
、
釈
放
後
に
動
き
出
し
た
の
が
、
戦

後
の
原
子
力
開
発
の
〝
隠
れ
た
出
発
点
〟
で
あ
っ
た
。 

表
舞
台
で
推
進
役
を
演
じ
出
し
た
の
が
、
新
進
気
鋭

の
改
進
党
代
議
士
（
当
時
）
で
、
再
軍
備
論
者
の
中
曽

根
康
弘
元
首
相
で
あ
っ
た
。
終
戦
時
、
理
学
博
士
だ
っ

た
岳
父
か
ら
原
子
力
の
知
識
を
与
え
ら
れ
て
い
た
と
い

う
が
、
当
選
後
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
（
元
米
国
務
長
官
）

の
誘
い
で
米
国
留
学
し
、
滞
米
中
に
戦
前
の
原
爆
開
発
に

加
わ
っ
た
嵯
峨
根
遼
吉
東
大
助
教
授
や
ア
メ
リ
カ
の
原
子

力
関
係
者
な
ど
か
ら
新
し
い
多
く
の
原
子
力
情
報
を
身
に

つ
け
た
。 

帰
国
後
、
米
原
水
爆
実
験
に
よ
る
「
第
五
福
竜
丸
」

被
ば
く
事
件
が
明
る
み
に
出
る
直
前
に
、
強
行
突
破
で

わ
が
国
初
の
「
原
発
建
設
予
算
」
の
計
上
に
成
功
（
昭

和
二
九
年
）。
引
き
続
い
て
、「
原
発
で
総
理
に
」
の
野

望
に
燃
え
、
の
ち
に
〝
原
子
力
の
父
〟
と
呼
ば
れ
る
正

力
松
太
郎
科
学
技
術
庁
長
官
（
読
売
新
聞
社
主
）
と
二

人
三
脚
で
原
子
力
基
本
法
制
定
、
原
子
力
委
員
会
設
置

（
昭
和
三
一
年
）
な
ど
、
原
子
力
導
入
の
法
制
や
機
構

の
整
備
に
突
進
す
る
。 

こ
の
よ
う
な
性
急
な
政
治
的
流
れ
に
、
当
時
、
日
本

学
術
会
議
な
ど
で
は
「
軍
事
利
用
の
方
向
へ
流
れ
る
可

能
性
が
強
い
」
と
し
て
、
非
常
に
抵
抗
が
強
か
っ
た
が
、

「
学
者
が
モ
タ
モ
タ
し
て
い
る
か
ら
」
と
、
中
曽
根
ら

は
突
っ
走
っ
た
。
こ
れ
に
歯
止
め
を
か
け
よ
う
と
、
科

学
者
た
ち
が
提
唱
し
た
の
が
、「
平
和
利
用
に
限
る
」
を

前
提
に
し
た
い
わ
ゆ
る
〝
原
子
力
三
原
則
〟
（
民
主
・

自
主
・
公
開
）
で
、
原
子
力
基
本
法
に
も
織
り
込
ま
れ
た
。 
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こ
れ
以
降
、
日
本
の
戦
後
原
子
力
政
策
が
「
平
和
利

用
」
を
錦
の
御
旗
に
掲
げ
て
き
た
こ
と
は
言
を
俟
た
な

い
。
ヒ
ロ
シ
マ
・
ナ
ガ
サ
キ
で
放
射
能
の
洗
礼
を
受
け

た
世
界
最
初
の
被
爆
国
・
日
本
。
原
爆
に
対
す
る
拒
絶
反

応
は
、
強
い
。
そ
こ
に
原
子
力
を
持
ち
込
む
こ
と
に
な
る
。 

「
日
本
人
は
原
子
爆
弾
の
世
界
唯
一
の
被
害
者
で
あ

る
か
ら
、
原
子
力
に
関
す
る
限
り
、
最
も
強
力
な
発
言

の
資
格
が
あ
る
。
原
爆
で
殺
さ
れ
た
人
々
の
霊
の
た
め

に
も
、
日
本
人
の
手
で
原
子
力
の
研
究
を
進
め
、
平
和

的
な
原
子
力
研
究
を
行
う
権
利
を
最
も
持
っ
て
い
る
」

（
科
学
者
・
武
谷
三
男
氏=

「
改
造
」
一
九
五
二
年
一

〇
月
）
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
が
力
説
さ
れ
た
。
ど
う
見
て

も
こ
じ
つ
け
の
詭
弁
に
し
か
思
え
な
い
が
、
こ
れ
が

堂
々
と
ま
か
り
通
り
始
め
た
の
で
あ
る
。 

 

「
恐
ろ
し
い
も
の
は
、
使
い
よ
う
で
素
晴
ら
し
い
も

の
と
同
義
語
に
な
る
」（「
読
売
新
聞
」）、「
残
虐
極
ま
る

大
量
殺
り
く
兵
器
に
も
な
る
し
、
人
類
に
無
限
の
幸
福

を
も
た
ら
す
建
設
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
も
あ
る
」（「
朝
日

新
聞
」）と
い
う
〝
夢
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
〟
〝
無
限
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
〟
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
も
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
含
め

官
民
挙
げ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。 

ア
メ
リ
カ
で
は
、
原
爆
へ
の
敵
愾
心
、
恐
怖
感
を
払

し
ょ
く
す
る
た
め
に
「
広
島
に
原
発
建
設
を
」
と
い
う

「
平
和
利
用
」
構
想
が
真
剣
に
議
論
さ
れ
た
。
議
会
に

そ
の
趣
旨
の
提
案
が
な
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
れ

に
は
語
る
べ
き
言
葉
も
な
い
。 

「
核
」
へ
の
誘
惑 

も
と
も
と
「
原
子
力
は
、
核
兵
器
開
発
の
技
術
」
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
技
術
的
に

見
れ
ば
、「
原
爆
」
と
「
原
発
」
は
、
一
卵
性
双
生
児
な

の
で
あ
る
。「
原
子
力
技
術
は
、
軍
事
利
用
で
き
な
い
も

の
と
軍
事
利
用
し
か
で
き
な
い
も
の
に
は
分
け
ら
れ
な

い
」（
科
学
者
・
高
木
仁
三
郎
氏
）
の
で
あ
っ
て
、「
軍

事
利
用
」
だ
の
「
平
和
利
用
」
な
ど
と
二
枚
看
板
を
使

い
分
け
る
こ
と
自
体
、
ナ
ン
セ
ン
ス
な
の
で
あ
る
。 

時
代
は
遡
る
。
一
九
五
二
年
、
自
民
党
が
ま
と
め
た

「
科
学
技
術
庁
設
立
案
」
に
は
、
は
っ
き
り
「
核
兵
器

を
含
む
化
学
兵
器
、
原
子
力
開
発
を
目
的
と
す
る
」（
原

子
力
会
議
編
「
原
子
力
年
表
」）
と
記
さ
れ
て
い
た
し
、

「
政
府
は
再
軍
備
兵
器
生
産
に
備
え
て
科
学
技
術
庁
を

新
設
」（「
読
売
新
聞
」）
と
報
道
さ
れ
た
。「
平
和
利
用
」

は
「
軍
事
利
用
」
の
反
義
語
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。 

一
九
五
七
年
五
月
、
岸
信
介
首
相
兼
外
相
が
記
者
会

見
で
「
現
憲
法
下
で
も
、
自
衛
の
た
め
の
核
兵
器
保
有

は
許
さ
れ
る
」
と
述
べ
、
一
九
六
五
年
一
月
訪
米
中
の

佐
藤
栄
作
首
相
が
「
個
人
と
し
て
は
、
中
国
が
核
兵
器

を
持
つ
な
ら
、
日
本
も
持
つ
べ
き
と
考
え
る
」
と
、
ラ

ス
ク
国
務
長
官
に
語
っ
た
。鎧
の
下
か
ら「
軍
事
転
用
」

が
ち
ら
つ
い
た
。 

最
近
も
、
自
民
党
の
防
衛
族
論
客
は
「
核
兵
器
を
い

つ
で
も
持
て
る
能
力
を
備
え
る
こ
と
こ
そ
、
有
効
な
抑

止
力
に
な
る
」と
い
う
持
論
を
展
開
し
て
い
る
。現
に
、

そ
の
気
に
な
れ
ば
、
一
年
後
に
は
広
島
級
の
原
発
を
数

千
発
生
産
で
き
る
能
力
は
既
に
あ
り
、
周
辺
国
に
と
っ

て
軍
事
的
潜
在
脅
威
に
な
っ
て
い
る
と
も
指
摘
さ
れ
、

す
で
に
「
立
派
な
核
大
国
」
と
評
す
る
人
も
い
る
。「
規

制
庁
法
」
に
つ
い
て
、「
毎
日
新
聞
」
が
「
日
本
の
高
い

核
技
術
を
潜
在
的
な
抑
止
力
と
捉
え
、
安
全
保
障
政
策

の
中
に
位
置
づ
け
る
考
え
方
が
背
景
に
あ
る
」
と
、
単

刀
直
入
に
解
説
し
て
い
た
。 

ま
た
、
あ
る
評
論
家
が
テ
レ
ビ
番
組
で
「
ア
メ
リ
カ

の
核
の
傘
を
受
け
入
れ
る
一
方
で
、
脱
原
発
を
叫
ぶ
の

は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
」
と
力
説
し
て
い
た
の
を
聞
い

た
。
核
の
傘
か
ら
抜
け
出
る
の
な
ら
、
原
発
推
進
す
る

し
か
な
い
―
と
言
い
た
げ
に
聞
こ
え
る
。 

「
秘
密
会
議
」
問
題
で
非
難
を
浴
び
て
い
る
内
閣
府

原
子
力
委
員
会
も
、
気
懸
り
の
一
つ
。
使
用
済
み
核
燃

料
を
再
処
理
し
て
核
兵
器
の
原
料
に
な
り
う
る
プ
ル
ト

ニ
ウ
ム
を
取
り
出
す
核
燃
サ
イ
ク
ル
政
策
の
見
直
し
を

議
論
し
て
い
る
。
難
航
し
た
よ
う
だ
が
、
こ
こ
に
も
「
軍

事
利
用
」「
核
開
発
」
の
幻
影
が
ち
ら
つ
い
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
勘
繰
り
た
く
な
る
。 

 

さ
ら
に
言
え
ば
、
福
島
原
発
後
も
政
府
・
産
業
界
が

躍
起
に
な
っ
て
い
る
「
原
発
輸
出
」。「
平
和
利
用
」
に

ど
こ
ま
で
タ
ガ
を
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
結
果

と
し
て
「
核
輸
出
」
に
な
ら
な
い
保
証
は
あ
る
の
か
。 

「
非
核
三
原
則
」
と
と
も
に
、
揺
ら
ぎ
な
が
ら
も
「
平

和
利
用
」は
堅
持
さ
れ
て
き
て
い
る
。そ
れ
な
の
に
今
、

な
ぜ
「
安
全
保
障
に
資
す
る
」
な
の
か
。「
平
和
利
用
」

の
〝
一
八
〇
度
の
政
策
転
換
〟
と
決
め
つ
け
る
の
は
、

杞
憂
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。 

（
荒
武 

一
彦
） 

本
稿
は
『
ニ
ュ
ー
ス
』
二
〇
一
二
年
夏
季
号
に
掲
載
し

た
も
の
で
あ
る
。 


